
昭
和
三
十
一
年
厚
生
省
令
第
五
十
七
号

旧
軍
人
等
の
遺
族
に
対
す
る
恩
給
等
の
特
例
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
く
事
実
調
査
に
関
す
る
省
令

旧
軍
人
等
の
遺
族
に
対
す
る
恩
給
等
の
特
例
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
基
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
旧

軍
人
等
の
遺
族
に
対
す
る
恩
給
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律

に
基
く
疾
病
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。厚

生
労
働
大
臣
は
、
旧
軍
人
等
（
旧
軍
人
等
の
遺
族

に
対
す
る
恩
給
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

一
年
法
律
第
百
七
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
軍
人
等
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
死
亡
に
つ
き
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援

護
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
七
号
。
以
下

「
援
護
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
弔
慰
金
の
支

給
を
受
け
た
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
旧
軍
人

等
の
遺
族
で
法
第
三
条
の
規
定
に
基
く
扶
助
料
を
請
求

し
よ
う
と
す
る
も
の
か
ら
、
別
記
様
式
に
よ
る
申
請
書

に
よ
つ
て
、
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り

当
該
弔
慰
金
が
援
護
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
に
よ
ら
な
い
で
支
給
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、

当
該
事
実
を
調
査
の
う
え
、
そ
の
結
果
を
当
該
申
請
者

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
四
年
一
二
月
一
六
日
厚
生
省

令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
八
日
厚
生
省
令

第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省

令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令

第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令

で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に

よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要

と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り

繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働

省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

様
式

（
略
）

1


